
熱 海 市 林 地 台 帳 情 報 取 扱 要 領  

（ 平 成 3 1 年 3 月 1 8 日 制 定 ）  

 

第 １  趣 旨  

１  熱 海 市 林 地 台 帳 情 報（ 以 下「 林 地 台 帳 情 報 」と い う 。）の 取 扱 い に つ い て は 、

森 林 法 （ 昭 和 2 6 年 法 律 第 2 49 号 ）、 森 林 法 施 行 令 （ 昭 和 2 6 年 政 令 第 2 76 号 ）、

森 林 法 施 行 規 則 （ 昭 和 2 6 年 農 林 省 令 第 5 4 号 ）、 林 地 台 帳 制 度 の 運 用 に つ い て

（ 平 成 2 9 年 3 月 2 9 日 付 け 2 8 林 整 計 第 3 95 号  林 野 庁 長 官 通 知 ）、 林 地 台 帳 制

度 の 運 用 上 の 留 意 事 項 に つ い て （ 平 成 2 9 年 3 月 2 9 日 付 け 2 8 林 整 計 第 4 0 0 号  

林 野 庁 森 林 整 備 部 計 画 課 長 通 知 ） 及 び 熱 海 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 1 0 年 熱

海 市 条 例 3 号 。 以 下 「 条 例 」と い う 。）  に 定 め る も の の ほ か 、こ の 要 領 に よ る

も の と す る 。  

２  熱 海 市 林 地 台 帳 情 報 の 取 扱 い に つ い て は 、林 地 台 帳 及 び 地 図 運 用 マ ニ ュ ア ル

（ 平 成 2 9 年 3 月 3 0 日 付 け 8 林 整 計 第 4 0 7 号 林 野 庁 森 林 整 備 部 計 画 課 長 通 知 ）、

林 地 台 帳 及 び 地 図 整 備 マ ニ ュ ア ル （ 平 成 2 8 年 1 0 月 7 日 付 け 2 8 林 整 計 第 2 2 8

号 林 野 庁 森 林 整 備 部 計 画 課 長 通 知 ） に 配 慮 す る も の と す る 。  

 

第 ２  林 地 台 帳 情 報 の 定 義  

こ の 要 領 で 取 扱 い を 定 め る 林 地 台 帳 情 報 と は 、次 に 定 め る 林 地 台 帳 及 び 林 地 台

帳 地 図 を い う 。  

(1 )  林 地 台 帳  

熱 海 市 の 森 林 計 画 区 域 に お け る 、土 地 の 所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 等 の 、

森 林 法 第 1 9 1 条 の 4 第 1 項 各 号 に 規 定 す る 事 項 を「 地 番 」を 単 位 と し 取 り ま と

め た 帳 簿  

(2 )  林 地 台 帳 地 図  

 林 地 台 帳 に 記 載 さ れ た 地 番 の 位 置 を 示 す 、縮 尺 ５ 千 分 の １ の 森 林 の 土 地 に 関

す る 地 図  

 

第 ３  林 地 台 帳 情 報 の 備 え 付 け  

林 地 台 帳 情 報 は 、 森 林 計 画 担 当 課 に 備 え 付 け る も の と す る 。  

 

第 ４  林 地 台 帳 情 報 の 管 理  

林 地 台 帳 情 報 は 、 森 林 計 画 担 当 課 長 （ 以 下 「 管 理 者 」 と い う 。） が 管 理 す る 。  

 

第 ５  林 地 台 帳 情 報 の 公 表  

１  管 理 者 は 、林 地 台 帳 情 報 の 備 え 付 け 所 に お い て 、別 表 １ の 必 要 な 書 類 を 備 え



林 地 台 帳 情 報 の 閲 覧 の 申 請 が あ り 、別 表 ２ の 書 類 に よ り 窓 口 に 来 た 者 の 本 人 確

認 が で き る 場 合 は 、林 地 台 帳 情 報（ 公 表 す る こ と に よ り 個 人 の 権 利 利 益 を 害 す

る も の そ の ほ か の 公 表 す る こ と が 適 当 で な い も の と し て 農 林 水 産 省 令 で 定 め

る も の を 除 く 。） を 閲 覧 に よ り 公 表 す る も の と す る 。  

２  管 理 者 は 、林 地 台 帳 情 報 を 公 表 す る 者 に 対 し 、別 紙 １ の 周 知 事 項 を 口 頭 で 説

明 す る も の と す る 。  

 

第 ６  個 人 情 報 を 含 む 林 地 台 帳 情 報 の 情 報 提 供  

１  個 人 情 報 を 含 む 林 地 台 帳 情 報 の 提 供 は 、法 令 等 に 基 づ く 場 合 を 除 き 、次 の 利

用 目 的 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 と す る 。  

(1 )  適 切 な 森 林 施 業 の 実 施  

(2 )  森 林 施 業 の 集 約 化 に 資 す る 場 合  

２  管 理 者 は 、林 地 台 帳 情 報 の 備 え 付 け 所 に お い て 、別 表 ３ の 必 要 な 書 類 を 備 え

林 地 台 帳 情 報 提 供 依 頼 の 申 し 出 が あ り 、そ の 利 用 目 的 が 前 項 の ( 1)又 は ( 2 )に 合

致 す る と と も に 、 次 の (1 )か ら ( 3)の い ず れ か に 該 当 す る 者 と 認 め ら れ る 場 合 、

こ れ を 承 認 し 、林 地 台 帳 情 報 に 記 載 さ れ た 事 項（ 原 則 全 て の 記 載 事 項 ）の 複 製

の 提 供 を 行 う も の と す る 。  

ま た 、次 の ( 4 )に 該 当 す る 者 か ら 林 地 台 帳 情 報 に 記 載 さ れ た 事 項（ 原 則 全 て の

記 載 事 項 ） の 提 供 依 頼 が あ っ た 場 合 、 複 製 の 提 供 を 行 う も の と す る 。  

(1 )  当 該 森 林 の 土 地 の 所 有 者 、当 該 森 林 所 有 者 又 は 森 林 の 土 地 所 有 者 の 同 意 を

得 た 者 が 、所 有 す る 森 林 の 区 域 の 複 製 の 提 供 を 希 望 し 、以 下 の ア 、イ 、 ウ の

全 て に 該 当 す る 場 合 。  

ア  申 請 者 が 、 次 の ( ｱ )か ら ( ｳ )の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る こ と 。  

( ｱ )当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者  

( ｲ )当 該 森 林 の 土 地 の 森 林 所 有 者  

( ｳ )当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 又 は 森 林 所 有 者 か ら の 同 意 を 得 た 者 （ 森

林 の 施 業 又 は 経 営 の 委 託 を 受 け て い る 者 を 含 む 。）  

イ  申 請 者 が 、 次 の ( ｱ )か ら ( ｳ )の い ず れ か の 書 類 を 提 示 又 は 提 出 す る こ と 。 

( ｱ )当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 提 示 及 び 所

有 地 番 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

( ｲ )当 該 森 林 の 森 林 所 有 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 提 示 及 び 所 有 地 番

を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

( ｳ )当 該 森 林 の 土 地 の 所 有 者 又 は 森 林 所 有 者 か ら の 同 意 を 得 た 者 は 、 本 人

と 確 認 で き る 資 料 の 提 示 、所 有 地 番 を 証 明 す る 書 類 及 び 委 任 状（ 参 考 1）

又 は 委 託 契 約 書 の 写 し 等 の 同 意 を 確 認 で き る 書 類 の 提 出  

ウ  林 地 台 帳 情 報 の 提 供 に 係 る 留 意 事 項 に 同 意 す る 書 類（ 様 式 ３ ）を 提 出 す     



る こ と 。  

(2 )  当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 森 林 の 土 地 の 所 有 者 、当 該 森 林 所 有 者 又 は 森 林

の 土 地 所 有 者 の 同 意 を 得 た 者 が 、所 有 す る 土 地 に 隣 接 す る 森 林 の 区 域 の 複 製

の 提 供 を 希 望 し 、 以 下 の ア 、 イ 、 ウ の 全 て に 該 当 す る 場 合  

ア  申 請 者 が 、 次 の ( ｱ )か ら ( ｳ )の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る こ と 。  

( ｱ )当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 森 林 の 土 地 の 所 有 者  

( ｲ )当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 森 林 所 有 者  

( ｳ )当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 土 地 所 有 者 又 は 森 林 所 有 者 か ら の 同 意 を 得

た 者 （ 森 林 の 施 業 又 は 経 営 の 委 託 を 受 け て い る 者 を 含 む 。）  

イ  申 請 者 が 、 次 の ( ｱ )か ら ( ｳ )の い ず れ か の 書 類 を 提 示 又 は 提 出 す る こ と 。 

( ｱ )当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 土 地 所 有 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 掲

示 及 び 所 有 地 番 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

( ｲ )当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 森 林 所 有 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 掲

示 及 び 所 有 地 番 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

( ｳ )当 該 森 林 の 土 地 に 隣 接 す る 土 地 所 有 者 又 は 森 林 所 有 者 か ら の 同 意 を 得

た 者 は 、本 人 と 確 認 で き る 資 料 の 提 示 、所 有 地 番 を 証 明 す る 書 類 及 び 委

任 状 （ 参 考 1） や 受 委 託 契 約 書 の 写 し 等 同 意 を 確 認 で き る 書 類 の 提 出  

ウ  林 地 台 帳 情 報 の 提 供 に 係 る 留 意 事 項 に 同 意 す る 書 類（ 様 式 ３ ）を 提 出 す  

る こ と 。  

(3 ) 静 岡 県 内 の 区 域 内 の 森 林 を 対 象 と す る 森 林 経 営 計 画 に 係 る 森 林 法 第 1 1 条

第 5 項 の 認 定 を 受 け た 森 林 所 有 者 又 は 森 林 所 有 者 の 同 意 を 得 た 者 が 、県 内 の

森 林 の 区 域 の 複 製 の 提 供 を 希 望 し 、以 下 の ア 、イ 、 ウ の 全 て に 該 当 す る 場 合  

ア  申 請 者 が 、 次 の ( ｱ )、 ( ｲ )の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

( ｱ )静 岡 県 の 区 域 内 の 森 林 を 対 象 と す る 森 林 経 営 計 画 に 係 る 森 林 法 第 1 1

条 第 5 項 の 認 定 を 受 け た 森 林 所 有 者  

( ｲ )当 該 森 林 の 土 地 の 所 在 地 の 属 す る 都 道 府 県 の 区 域 内 の 森 林 を 対 象 と す

る 森 林 経 営 計 画 に 係 る 森 林 法 第 1 1 条 第 5 項 の 認 定 を 受 け た 森 林 所 有 者

の 同 意 を 得 た 者 （ 森 林 の 施 業 又 は 経 営 の 委 託 を 受 け て い る 者 を 含 む 。）  

イ  申 請 者 が 、 次 の ( ｱ )、 ( ｲ )の い ず れ か の 書 類 を 提 示 又 は 提 出 す る こ と 。  

( ｱ )当 該 森 林 の 土 地 の 所 在 地 の 属 す る 静 岡 県 の 区 域 内 の 森 林 を 対 象 と す る

森 林 経 営 計 画 に 係 る 森 林 法 第 1 1 条 第 5 項 の 認 定 を 受 け た 森 林 所 有 者 は 、

本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 提 示 及 び 対 象 森 林 が 存 在 す る 県 内 で 森 林 経 営

計 画 の 認 定 を 受 け て い る こ と を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

( ｲ )当 該 森 林 の 土 地 の 所 在 地 の 属 す る 都 道 府 県 の 区 域 内 の 森 林 を 対 象 と す

る 森 林 経 営 計 画 に 係 る 森 林 法 第 1 1 条 第 5 項 の 認 定 を 受 け た 森 林 所 有 者

の 同 意 を 得 た 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 提 示 及 び 委 任 状 （ 参 考 1）



又 は 対 象 森 林 が 存 在 す る 県 内 で 森 林 経 営 計 画 の 認 定 を 受 け て い る こ と

を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

ウ  林 地 台 帳 情 報 の 提 供 に 係 る 留 意 事 項 に 同 意 す る 書 類 （ 様 式 ３ ） の 提 出  

( 4 )  農 林 水 産 大 臣 又 は 静 岡 県 知 事  

３  複 製 の 提 供 は 、原 則 と し て 電 子 デ ー タ に よ り 行 う も の と す る が 、管 理 者 が 認

め る 場 合 は 書 面 で 行 う こ と が で き る 。  

４  管 理 者 は 、第 ２ 項 の 規 定 に よ り 個 人 情 報 を 含 む 林 地 台 帳 情 報 の 複 製 を 提 供 す

る 場 合 は 、林 地 台 帳 情 報 の 提 供 に 係 る 留 意 事 項 を 説 明 し 、申 請 者 に 留 意 事 項 に

同 意 す る 書 類（ 様 式 ３ ）の 提 出 を 求 め る も の と し 、複 製 を 印 刷 物 で 提 供 す る 場

合 は 、 別 紙 ２ の 注 意 書 き を そ の 印 刷 物 に 表 示 す る も の と す る 。  

 

第 ７  林 地 台 帳 情 報 の 修 正 ・ 更 新  

１  管 理 者 は 、林 地 台 帳 の 精 度 向 上 を 図 る た め 、林 地 台 帳 情 報 の 修 正・更 新 を 行

う も の と す る 。  

 ２  管 理 者 は 、林 地 台 帳 情 報 の 備 え 付 け 所 に お い て 、別 表 ６ の 必 要 な 書 類 を 備 え

林 地 台 帳 情 報 の 修 正 の 申 し 出 が あ り 、次 の ( 1)に 該 当 す る 者 と 認 め ら れ る 場 合 、

修 正 申 出 の 内 容 に も 基 づ き 、別 表 ８ に よ り 修 正 を 行 う か 判 断 し 、結 果 を 申 出 者

に 通 知 （ 様 式 ５ ） す る と と も に 、 別 表 ９ に よ り 修 正 を 行 う も の と す る 。  

(1 )  当 該 森 林 の 土 地 所 有 者 又 は 土 地 所 有 者 の 同 意 を 得 た 者 が 、所 有 す る 森 林 の

区 域 の 林 地 台 帳 の 修 正 申 し 出 を 申 請 し 、以 下 の ア 、イ の 全 て に 該 当 す る 場 合  

ア  申 請 者 が 、 次 の ( ｱ )、 ( ｲ )の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る こ と 。  

( ｱ )当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者  

( ｲ )当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 の 同 意 を 得 た 者  

イ  申 請 者 が 、 次 の ( ｱ )、 ( ｲ )の い ず れ か の 書 類 を 提 示 又 は 提 出 す る こ と 。  

( ｱ )当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書 類 の 掲 示 及 び 修

正 事 項 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

( ｲ )当 該 森 林 の 土 地 の 土 地 所 有 者 の 同 意 を 得 た 者 は 、 本 人 と 確 認 で き る 書

類 の 掲 示 、 委 任 状 （ 参 考 1） 等 の 同 意 を 確 認 で き る 書 類 の 提 出 及 び 修 正

事 項 を 証 明 す る 書 類 の 提 出  

３  管 理 者 は 、森 林 の 土 地 の 所 有 者 届 書（ 森 林 法 第 1 0 条 の ７ の ２ ）の 受 理 後 に 、

届 出 書 の 記 載 内 容 に 従 い 、 別 表 1 0 に よ り 林 地 台 帳 の 記 載 事 項 を 更 新 す る も の

と す る 。  

 ４  管 理 者 は 、 国 土 利 用 計 画 法 （ 昭 和 4 9 年 法 律 第 9 2 号 ） 第 2 3 条 第 1 項 に 規 程

す る 届 出 に 関 す る 情 報 提 供 を 受 け た 場 合 は 、 届 出 の 記 載 内 容 に 従 い 、 別 表 1 1

に よ り 林 地 台 帳 の 記 載 事 項 を 更 新 す る も の と す る 。  

 ５  管 理 者 は 、次 の ( 1)か ら ( 9 )の 情 報 を 定 期 的 に 取 得 し 、林 地 台 帳 の 記 載 事 項 を



修 正 又 は 更 新 す る も の と す る 。  

(1 )  登 記 情 報 に よ る 更 新 （ 別 表 1 2 に よ る ）  

(2 )  固 定 資 産 課 税 台 帳 情 報 に 基 づ き 、 登 記 簿 上 の 所 有 者 以 外 の 情 報 を 含 め 更 新 

( 3 )  地 籍 調 査 実 施 情 報 に よ る 更 新 （ 別 表 1 3 に よ る ）  

(4 )  住 民 基 本 台 帳 情 報 に よ る 更 新 （ 別 表 1 4 に よ る ）  

(5 )  境 界 の 明 確 化 に 係 る 事 業 等 の 実 施 情 報 に よ る 更 新 （ 別 表 1 5 に よ る ）  

( 6 )  森 林 経 営 計 画 の 認 定 に よ る 更 新 （ 別 表 1 6 に よ る ）  

(7 )  地 域 森 林 計 画 対 象 森 林 の 区 域 の 変 更 に よ る 更 新 （ 別 表 1 7 に よ る ）  

(8 )  熱 海 市 森 林 整 備 計 画 の 樹 立 ・ 変 更 時 の 更 新 （ 別 表 1 8 に よ る ）  

(9 )  そ の 他 管 理 者 が 必 要 と 認 め る も の  

６  管 理 者 は 、次 の ( 1)か ら ( 5 )の 情 報 を 定 期 的 に 取 得 し 、林 地 台 帳 地 図 の 情 報 を

更 新 す る も の と す る 。（ 別 表 1 9 に よ る ）  

(1 )  地 籍 調 査 成 果 に よ る 更 新  

(2 )  森 林 法 第 ５ 条 で 規 定 さ れ て い る 森 林 （ 以 下 「 ５ 条 森 林 」 と い う 。） の 区 域  

の 変 更 （ 編 入 ・ 除 外 等 ） に よ る 更 新  

(3 )  境 界 明 確 化 事 業 や 山 村 境 界 基 本 調 査 等 の 成 果 に よ る 更 新  

(4 )  公 図 、不 動 産 登 記 法（ 平 成 1 6 年 法 律 第 1 2 3 号 ）第 1 4 条 、地 番 図 、地 方 税

法 （ 昭 和 2 3 年 法 律 第 2 26 号 ） 第 3 8 0 条 第 3 項 等 の 林 地 台 帳 地 図 の 原 案 作 成

に 使 用 し た 地 図 に よ る 更 新  

(5 )  管 理 者 が 必 要 と 認 め る も の  

 

附  則  

      こ の 要 領 は 、 平 成 3 1 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  


